
（公表様式第６号）　

3 当初図面にない障害物が地中から出てきたので撤去処分を行うため

2 詳細検討の結果、当初設計の山留架設工法から仕様を変更することにより、安全性、施工性が

向上するため

1 既存杭の撤去に時間を要しているため

　契約変更の理由

2 山留架設工事の工法変更

3 地中障害物の撤去処分の追加

（令和7年11月28日から令和8年3月6日に変更、延長日数98日間）

　契約変更後の工事概要

1 工期の延長及びそれに伴う交通誘導員の増工

契 約 変 更 理 由 書

神戸市　

工 事 名 番町住宅２２号棟とりこわし及び敷地整備工事(第２回変更)


	第２回

